
フルハーネス型墜落制止用器具
特別教育

2.作業に関する知識

労働安全衛生法（労働安全衛生規則）等に基づく安全衛生教育

株式会社斉藤商会



2.作業に関する知識 0.はじめに

科目 範囲 時間 合計

1.墜落制止用器具

に関する知識

1.墜落制止用器具のフルハーネス及び

　ランヤードの種類及び構造

2.墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法

3.墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等

　への取り付け方法及び選定方法

4.墜落制止用器具の点検及び整備の方法

5.墜落制止用器具の関連器具の使用方法

2時間

6時間

2.作業に関する知識

1.作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法

2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

3.作業の方法

1時間

3.労働災害の防止に

関する知識

1.墜落による労働災害防止のための措置

2.落下物による危険防止のための措置

3.感電防止のための措置

4.保護帽の使用方法及び保守点検の方法

5.事故発生時の措置

6.その他作業に伴う災害及びその防止方法

1時間

4.関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

5.実技教育 墜落制止用器具の使用方法等 1.5時間

ではまず初めに科目と範囲の説明です。
特別教育には必要な科目と時間が決められています。
そして今回の科目が赤枠の 2番作業に関する知識です
まずは範囲を読んでいきます

作業に関する知識とはそもそも何か
基本的には高所作業における設備の種類や構造作業の方法を
学んでいただきます
1番で墜落制止用器具について学んだだけだと、高所作業を知
らない人や初めての人からすると高所における現場には危険が
いっぱいあります。
なのでこの科目では代表的な高所作業での設備について学ん
でいただきます。
　



左のグラフは平成18
年~平成22年に休業4
日以上の死傷災害の
墜落、転落の結果を
詳細したグラフになっ
ております。
墜落、転落で最も多い
のは建設業になって
おります。

2.作業に関する知識

墜落による災害

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法 ではここから範囲の一番、作業に用いる設備の種類構造及び
取扱方法に学んでいただく前に過去の災害状況と基礎知識を
学んでいただきます。
では右の文章読んでいきます

左上の発生状況の推移から見ていきましょう平成 18から平成
22年の墜落、転落による災害は年々減少傾向にはなっておりま
すが、それでもまだ、約２万人の人が 4日以上の死傷災害が起
きています。これでもまだまだ多いことがわかります。
では次に左下の業種別から見ていきましょう
墜落転落の災害は全体の 9割は建設業において発生していま
す、中でもビル建設工事、木造建設工事で多発しています。
次に真ん中

高所では恐怖心などで警戒する人も多いですが低い 2m未満の
箇所ですと恐怖心がなくなりやすい気の緩みから事故が起きて
しまうケースがあります
最後右

もちろんですが高ければ高いほど落下時の衝撃が強くなります
ので死亡に至る可能性は高くなります　



2.作業に関する知識

墜落による災害

左のグラフは平成28
年に記録されている死
亡災害及び休業4日
以上の死傷災害を型
別に表したグラフに
なっております。
最も多いのは墜落、転
落になっております。

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法 ではもう一つ墜落による災害を見ていきましょう
今回は平成28のグラフなので先ほどのグラフよりも新しい情報になります
では右の文章を読んでいきます

墜落転落は年々減少傾向にはなっていますが平成 28年でも墜落、転落が　死亡
災害が最もおおいですね



　墜落の危険について理解することは、高所で作業する上でとても重要です。
　墜落の重大さを決める要素には以下のものがあります。

1.作業者の重さ（着用している器具を含む）
   作業者の重さが重いほど墜落によって生じる　エネルギーは大きくなります。
2.墜落距離
　墜落する距離が長いほど墜落によって生じるエネルギーは大きくなります。
　障害物に衝突する危険性も高くなります。
3.支点との位置関係
　作業者が支点（安全帯の設置位置）よりも高い位置にいると、墜落した場合の危険は大　きくなり
ます。作業者と支点との位置関係及び墜落の重大さを表すために、落下率とい　う考え方が用いら
れることがあります。

2.作業に関する知識

墜落制止用器具の基礎知識

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法

次は墜落制止用器具の基礎知識です
これは前回の科目で学んだ内容をもとに考えるとわかりやすいと思います
はまず文章をよんでいきます
つまり作業者の重さが重いと落下衝撃がかかることから前回ではハーネスのタイ
プを選定しましたよね
そして3版の支点との位置関係はフックを足下にかけると 2版で言う墜落距離が増
えて落下衝撃が大きくなることからしょっくあぶそーばの選定をするもしくはなるべ
くたかいところにフックをかけましょうと前回で学びましたね
なので墜落の重大さを決めるにはこの三つを覚えておきましょう



2.作業に関する知識

墜落制止用器具の基礎知識

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法

ロープ等での作業範囲を制限し、作業者

が墜落の危険のある場所に進入するの

を防ぎます。

安衛則の命綱が含まれる。

・レストレイントシステム（制限）

つぎは墜落制止用器具を使用するにあたって作業内容に合わせ事故をなるべく減らす三つの
システムを行いましょう
まずは読んでいきます

つまり墜落制止用器具は墜落してから初めて機能が使えますがレストレインとシステムとそもそ
もついらく危険エリアに行かないようにフックのかける位置をとうざける狙いがあります十分の
広さではない場合はランヤードを短くしたりフックの位置を高くしたり工夫をしましょう



2.作業に関する知識

墜落制止用器具の基礎知識

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法

U字つり状態で安全帯を使用するなど、

作業者が体重を預けた状態またはつり

下がった状態で、適切な位置で作業姿

勢がとれるようにします。

ワークポジショニングシステムは、必ず

フォールアレストシステムと併用されな

ければなりません。

・ワークポジショニングシステム

これは電器屋さんなどがよく使用する電柱など柱をのぼる時に使う、 U字つり胴ベ
ルトを使用した状態のことですね
前回学びましたがU字つり胴ベルトは墜落制止用器具として認められませんので
次に説明されるフォールアレストシステムと併用しましよう



2.作業に関する知識

墜落制止用器具の基礎知識

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法

フォールアレストシステムは作業者にか

かる衝撃荷重を6kN以下に抑えなけれ

ばなりません。

フォールアレストシステムはエネルギー

アブソーバー吸収機構が必須とされてお

り、取り扱い説明書で定められた条件に

おいて、墜落による衝撃荷重を抑えるこ

とができます。

衝撃吸収能力のないスリングやケーブ

ルは墜落を止めるためには使用できま

せん。

・フォールアレストシステム

つまりこれはショックアブソーバ付きの安全ブロックを D環につけ落下した際に墜
落制止をするシステムですね、さっきのワークポジショニングシステムではこの
フォールアレストシステムと併用してください
これの注意点は
前の二つは墜落をしないように使用するシステムですが
このシステムは墜落してから初めて使えるシステムなので注意しましょう



2.作業に関する知識

墜落制止用器具の基礎知識

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法

・胴ベルト型の落下距離等

肩や腿にベルトがあるフルハーネス型墜
落制止用器具と違い胴ベルト型の安全
帯は墜落阻止時に体がくの字になり胸
部や腹部を圧迫してしまう危険性があり
ます。

胴ベルト型の落下し
た時の注意点です
ね



2.作業に関する知識

作業床

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法

・作業床とは、仮設足場の床や機械設備点　
検通路の床など、作業を行うために設け　られ
た床のことをいいます。
・墜落危険がある箇所については高さ 85cm　
以上の手すり、高さ35cmから50cmの中　桟
等を設けることが義務付けられていま　す。
・上記設備を使用する際は作業前に必ず点　
検を行うこと。

＊読み方は、さぎょうゆか、さぎょうしょう

では基礎知識が終わりましたのでここからは、ここからは作業に用いる設備の種
類、構造及び取扱方法と 3番、作業の方法を一緒に学んでいきます

では文章読んでいきます
高所での作業のために作られた仮設の作業床においては必ず点検をしてください



2.作業に関する知識

枠組み足場

・工場等で製造された既製品の建わくを中　心
に組み合わせ、積み上げて構成する仮　設足
場の事です。
・床の幅は40cm以上枠と床の隙間は12cm　
以下であることが必要です。
・手すり枠や下桟、中桟、上桟、物体が落　下
の危険予知の場合幅木が取り付けれ、　メッ
シュシートやネットフレームを設　　置。
・上記設備を使用する際は作業前に必ず点　
検を行うこと。

6.躯体側にも手すり中桟を設置
7.1スパン400kg以下の積載物
8.作業床は40cm以上、隙間は3cmに　
します。
9.足場上では墜落制止用器具（安全　 　
帯）を使用します。

1.足場と建物間に渡り廊下の設置
2.足場上に資材はおかない
3.エンドストッパーの設置
4.垂直ネットの設置
5.躯体側に層間ネットまたは幅木を
設置します。

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法

1建物に屋上などに渡る際は渡廊下を使用しましょう渡り廊下のないとこで足場か
ら乗り移ることは危険ですのでやめましょう
２足ば状に資材が資材があるとさ業効率も悪くなりますし、つまづき、転倒、転落
などの災害につながりますのでやめましょう
３足場のしゅうてんいちにつける手すりのことですね
４図には写ってありませんが墜落転落、または落下物の防止のために足場の外
側には全面にネットを貼りましょう
５層間ネットは落下物防止のため決められたスパンで足場の内側、躯体がわに棒
を突き出しネットを貼りましょう
６足場の外側だけではなく打つ側にも手すりを設けましょう
７ワンスパンに提示されている積載物より物を置かないようにしましょう、おける重
量は足場の種類や構造によって代わりますので注意してください
８先ほどは縦枠との隙間を 12cmと言いましたがここの隙間のことは床と床の間の
こと言いますので間違わないようにしてください



2.作業に関する知識

単管足場

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法

・直径48.6mmの単管と呼ばれる鉄パイプ　を
緊張金具（クランプ）を使って組み合　わせ枠
組みを作り、建てる足場のこと。
・足場を曲線的にかけなければならない場　
面や斜面上に設置する場合など不定形の　足
場を組む際に重宝されます。
・小規模な工事、作業現場や狭いビル間で　
の足場に用いられることが多い。
・上記設備を使用する際は作業前に必ず点　
検を行うこと。

6.足場上では墜落制止用器具（安全
帯）を使用します。
7.1スパン400kg以下の積載物
します。

1.壁つなぎは適切に取り付けます
2.作業床は40cm以上、隙間は3cm　
にします。
3.大筋交いは全ての縦地と緊結し　
ます。
4.昇降設備は適切に設置します。
5.積載荷重の表示をします。

１壁つなぎは決められたスパンに足場と建物に連結させ、足場の揺れや倒壊を防
ぎます
２これはさっきのと一緒ですね
３大筋交い、またはブレスとも呼ばれ横の揺れを抑える機能があります
４さっきの図にはありませんでしたが足場を昇降するさいに必ずこの設備を使用し
て昇降してください
５積載荷重の表示は必ずしましょう
６
７先ほども説明しましたがワンスパンに提示されている積載物より物を置かないよ
うにしましょう、おける重量は足場の種類や構造によって代わりますので注意して
ください



2.作業に関する知識

足場の手すり・幅木

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法

・わく組足場では、下さんの代わり　
に、高さ15 cm以上の幅木を設置  　し
ます。なるべく背の高い幅木に　しま
しょう。
・わく組足場以外の足場では、手す　り
や中さんに加えて幅木などを設　置。
・わく組足場について、特に足場の　外
側には、荷揚げなどの作業に　　支障
がある箇所を除いて、  上さん　を設置
しましょう。
・垂直又は傾けて設置した幅木は、　
作業床として機能を果たせない　　為、
当該幅木の有無を考慮せず　　に、床
材と縦地との隙間を12cm　以下とする
必要があります。

まず手すり。幅木の説明の前に手すりの種類について説明します
手すりはつける高さによって名前が違います。下さんと言うのは枠組み足場の図
であるバッテンのしたに付いている手すりのことを言います、
中さんとは、枠組み足場以外である腰手すりの下にある手すりのことを言います、
そして上さんとは胸の高さにある手すりのことを言いますなので上から順に上さ
ん、腰手すり、中さん、下さんと言う流れになっています
では読んでいきます

では右上の図ですが枠組み足場では墜落防止のために作業に支障なければ上さ
んの追加、または右にある手すり枠を使用をしましょうなるべく隙間を作らないこと
が重要ですあと枠組み足場では下さんの代わりに高さ１５ cm以上の幅木を使用し
ましょう枠組み足場以外では手すり、中さん、幅木を設置してください

次に右下の図ですが床の隙間を埋めるのに幅木を使用してはいけません、内側、
または外側にしてもいけませんし斜めしてもいけません、さらに太いはばきを使っ
て隙間を埋めてはいけません



2.作業に関する知識

・昇降設備は階段、傾斜路、はしごがあり　ま
す。
・階段は固定され踏板で構成される固定設　
備であり15度を超える勾配のものは踏桟　な
どの滑り止めを設ける。
　階段、傾斜路には手すりを設けます。
　傾斜路は30度までの勾配であり傾斜路が　
15度を超える勾配のものは踏桟などの滑　り
止めを設ける。
・はしごには移動はしごと固定はしごがあ　り
ます。
・はしごは踏桟や踏板で構成される昇降設　
備であり移動はしごは持ち運びできるタ　イプ
のことです。
・はしごの昇降は三点支持を守って行う。

昇降設備

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法 はしごの上端が短いと上ときの踏ん張りが聞か

ないので最低60cm以上突き出しましょう

昇降する際は三点支持で行いましょう道具があ
る場合は上からロープなどであげましょう

上下に滑り止めをつけるまたは建物と固定をして
転倒を防止しましょう

はしごの角度が悪いと登りにくいですし墜落転落
の危険があるので気をつけましょう



2.作業に関する知識

高所作業車

・不特定の場所に自走が可能で動力で作業　
床を昇降装置によって2m以上に作業床を　上
昇、下降させることができるもの。
・種類はトラック式、クローラ式、ホイー　ル
式、伸縮ブーム型、屈折ブーム型、垂　直昇
降型など様々な種類があります。
・運転は作業床の高さにより、技能講習ま　た
は、特別教育の修了したものでなけれ　ば運
転できません。
・高所作業車から他の場所に乗り移るのは　し
てはいけません。
・高所作業車を荷の吊り上げ、吊り下げに　は
使用してはいけません。
・搭乗人員や最大積載荷重を守って乗る。
・中桟に足はかけて立たない。

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法



2.作業に関する知識

ローリングタワー

・ローリングタワーとは建枠等をタ　　ワー
状に組み、最上層に作業床を設　けた作
業台のこと。
・脚部にキャスターが取り付けられて　い
て人力で移動させられることが特　徴に
なっており、作業床までの昇降　は作業床
に開口部を設けて階段枠で　昇降できる
ようになっています。
・ローリングタワー上での脚立や移動　は
しごの使用、身を乗り出しての作　業は厳
禁です。
・作業者を作業床に乗せたまま移動 は　
行わない。
・アウトリガーを使用しキャスターの　ス
トッパーをかける。

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法



2.作業に関する知識

作業台

・ローリングタワーと脚立の中間的な　器
具であり、はしご状の脚部と作業　床とな
る天板が一体となった可搬式　の作業台
でアルミ合金製のものがあ　ります。
・段差のない路面に作業床が水平にな　
るように設置する。
・キャスターや伸縮脚のストッパーは　確
実にロックをし、身を乗り出して　の作業や
つま先立ちでの作業は厳禁　です。
・保護帽を着用するほか、状況に応じ　て
墜落制止用器具も使用する。
　（その際のフックは作業台の補助手　す
り等ではなく、他の取付設備にか　ける）

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法

最初に説明した墜落転落の災害の県でもありましたがこれまで説明してきた設備
よりも低い作業証なので気の緩みから横着な作業をしてしまい事故が起きること
が多いので気をつけましょう



2.作業に関する知識

脚立・うま

・脚立やうまは二本のはしごを連結し　自
立させて使用できるようにしたも　ので一
般に天板と踏桟で構成された　ものは脚
立、パイプで構成されたも　のはうまと呼
ばれ主に高さ2m以下の　作業で使用され
ます。
・水平で凹凸のない路面において使用　す
る。
・複数の脚立を使い足場板をかけ連結　
する脚立足場と、うま足場として使　用す
る際の組み立ては足場の作業　　主任者
か特別教育修了者が行うこと
・ワンスパンに一人の作業者しか載っ　て
はいけない。
・脚立を使用する際天板にまたがった　
り、立つのは厳禁です。

1.作業に用いる設備の種類構造及び取り扱い方法
3.作業の方法



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

事業者が行う足場の点検等

　事業者が行う足場の点検等（安衛則第567条、第568条関係）

1.足場の作業講台については、毎日の作業開始前点検が法令で義務付けられている。

2.点検を行った時は、点検結果等を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了す　るま

での間　保存することとされています。

3.悪天候（強風、大雨、大雪等の悪天候もしくは中震以上の地震）や、

　足場の組み立て、一部解体もしくは変更の後に足場にかかわる墜落防止設備及び落　下の

防止設備の取り外しの有無等の点検をし異常を認めた時は直ちに補修すること　とされてい

ます。

なぜこのようなことをするのかと言うと
足場で例えますと作業を終了して現場を離れた後に別の業者が作業の都合で
手すりを外してそのままにして作業を終了させ、後日点検せずにその足場を使用
したら手すりが外れていることに気づかず転落する、など
点検をすることによって事故を減らせることができるとゆうことです
なお仕事の都合で急いでいても点検時に以上があった場合は直ちに保証してくだ
さい



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

足場

毎日の作業前点検もしくは悪天候等の足場の作業前点検項目例

① 縦地、布材及び腕木の損傷がないか ⑥ 布材の損傷、取付及び掛け渡しの状態

②
足場用墜落防止設備の取り外し及び

脱落はないか
⑦

筋交い、控え壁つなぎ等の補強材の

取付状態及び取り外しはないか

③ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 ⑧ 脚部の沈下及び滑動の状態

④ 幅木等の取付状態及び取り外しはないか ⑨
突りょうとつり索との取り付け部の状態

及び取り外しはないか

⑤
縦地、布材、腕木等の緊結部、接続部及び

取付部の緩みの状態



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

はしご

はしごの作業前点検項目例

異常が見つかったら交換をする ③ 支柱や踏み残金具などの角部のガタツキはないか

作業前に目視及び触って点検 ④
角部に著しい曲がり、ねじれ、腐食、割れ、

穴あき、摩擦などがないか

一度変形した本体や取付部品は強度が落ち

ている可能性があるので廃棄か専門業者に依頼
⑤

取り付け部品の、破損、脱落、変形、摩擦、

著しい腐食はないか

① 各部品の外れはないか ⑥ 角部のボルト、リベットの緩みや抜け落ちはないか

②
踏桟などに水、泥、ペンキ、油など滑りやすい

汚れの付着はないか



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

高所作業車

高所作業車の作業前点検及び整備項目例

点検は制動装置、操作装置及び作業装置の

機能について実施する
③

バケット平衡取り装置については調整バルブが

完全に閉じられているか

定期自主検査等：年次検査、月例検査、年次検

査を特定自主検査とし検査標章を貼り付ける
④

PTO*1レバー、ジャッキ、ブーム、バケット、安全装

置に関して正しく動作するか、及び正しく停止するか

定期自主検査の記録は3年間保存する

（安衛則194条の25）
⑤

レバーの操作に合わせ、スムーズに作動・停止するか

確認する

① 取り付け状態に異常はないか ⑥ 作業範囲装置などの安全装置が作動するか

② ジャッキ、下部操作装置、ブーム、バケット、上部操作装置、バケット平衡取り装置に損傷、ガタツキ、油漏れはないか

*1車両用エンジン動力を作業用機械の駆動のために取り出す機構



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

ローリングタワー

ローリングタワー（移動式足場）の作業前点検項目例

① 作業床の破損はないか ⑥ 最大積載荷重の表示はあるか

② 建地、布材等の緊結部、接続部の緩みはないか ⑦ 使用上の注意事項の表示はあるか

③ 組み立て高さは制限高さ以内か ⑧ 手すり（90cm程度）、中桟、幅木等はあるか

④ 昇降階段、はしごの有無と固定の状態良いか ⑨ 斜面や路面に凹凸がないか

⑤ 脚輪のブレーキは全輪に確実に効くか ⑩ 作業床は全面に設けられているか



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

作業台

作業台の作業前点検項目例

① 大きな歪み、凹み、曲がり、ねじれ、亀裂はないか ⑥ 手がかり棒に大きなガタつき、亀裂はないか

② ストッパーは確実に張っているか ⑦ 伸縮部に異物や目詰まりはしていないか

③ 全体に大きなガタつきはないか ⑧ 手がかり棒のロックの状態は正常か

④
天板・踏み残・伸縮部に滑りやすい異物は

付着してはないか
⑨ 伸縮部のロックの状態は正常か

⑤ 天板回転金具に大きなガタつきはないか ⑩ 支柱端部に破損や亀裂、変形はなく溝があるか



2.作業に関する知識 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法

脚立・うま

脚立・うまの作業前点検項目例

角部にガタつき、破損はないか ⑤ 角部に著しい曲がり、ねじれ、へこみ、亀裂はないか

スムーズに開閉できるか ⑥ 各種ラベルの貼り付けはあるか

① 各部品の外れはないか ⑦ 各種ラベルは破れがなく、鮮明に読み取れるか

② 各接続部に割れや著しい腐食はないか ⑧ 型式ラベルは鮮明に読み取れるか

③ 角部のリベット・ピンの緩みや抜け落ちはないか ⑨ 開き止めのロックの状態は正常か

④
取り付け部品の破損・脱落・変形摩耗・著しい腐食は

ないか
⑩ 伸縮脚のロックの状態は正常か


